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 第２次徳島市環境基本計画 第３次徳島県環境基本計画 

計画の位置づけ 徳島市環境基本条例（平成 15年 3月制定）第 8条 徳島県環境基本条例（平成 11年 3月制定）第 10条 

策定年月 平成 22年 12月 令和元年 7月 

計画期間 平成 23年度から令和 2年度までの 10年間 令和元年度から令和 5年度 

目指すべき環境の 

将来像（環境像） 

みんなでつなぐ豊かな水と緑の環境都市・とくしま 健全で豊かな環境を守り、育み、魅力を発信！ 

「住んでみたい・ずっと住み続けたい徳島」へ 

施策展開の体系 

※（ ）内の環境区分に 

ついては、徳島市の設 

定状況による。 

 

※施策内容については 

次項からのとおり。 

◎基本目標 

 Ⅰ 環境について学び、みんなで実践するまち【重点目標】 

   （環境学習・環境保全活動） 

 Ⅱ 資源やエネルギーを大切にし、地域から行動するまち 

（地球環境） 

 Ⅲ 良好な水や大気を守り、健康で安心して暮らせるまち 

   （生活環境） 

 Ⅳ 人と自然がふれあい、安らぎを感じるまち 

   （自然・快適環境） 

 

○4つの基本目標について 16の基本施策と、47の施策を設

定。 

◎主要取組 

 １ 気候変動適応とくしま（地球環境） 

 ２ エシカルで環境対策（環境学習・環境保全活動） 

 ３ 地域に根ざす自然・水素エネルギー（地球環境） 

 ４ 好循環社会とくしま（生活環境） 

 ５ 癒しの郷とくしま（自然・快適環境） 

 ６ みんなでつくる環境首都（環境保全活動） 

 

○6つの主要取組について 20の分野別施策を設定。 

 

●また、4つの重点戦略を設定。 

 基本コンセプト「脱炭素社会を徳島から実現！」 

 ① 気候変動に適応した持続可能な社会づくり 

 ② 環境に配慮したエシカルなくらしづくり 

 ③ 自然・水素エネルギーを活用した脱炭素型の 

まちづくり 

 ④ 生物多様性が保全・継承されたふるさとづくり 

 



 

※環境区分は策定主体により考えが異なる。今回の整理は徳島市の設定状況にあるため、市と県では一致しないものもある。 

※施策の内容については、表現上、簡素化したものもある。 

環境区分 第２次徳島市環境基本計画 第３次徳島県環境基本計画 

環境学習・環境保全活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●環境学習の推進、人材育成 

 ○学校における環境教育の推進 

 ○地域における環境学習の推進 

 ○環境教育・環境学習を推進する人材の育成・活用 

 

●環境保全活動の推進 

 ○活動の支援 

 ○活動の場の整備・提供 

 ○環境保全活動のためのネットワークづくり 

 

●環境情報の充実・共有 

 ○環境情報の収集 

 ○環境情報の提供・発信 

 

 

 

 

 

 

 

●環境に配慮したエシカル消費の推進 

 ○地域社会におけるエシカル消費の推進 

 ○「エシカル消費」教育の推進 

 

●環境教育・環境学習の充実 

 ○総合的な環境教育・環境学習の推進 

 

●環境に配慮した持続可能な事業活動の推進 

 ○環境保全と経済発展・雇用創出の取組の総合的 

かつ一体的な推進 

 ○環境関連産業の創出・振興の推進 

 ○環境と調和した持続可能な農業の推進 

 

●県民による自主的な環境保全行動の促進 

 ○各主体の自主的な取組の促進 

 ○パートナーシップによる環境保全活動の促進 

 

●広域的な環境保全対策 

 ○多様なネットワークによる取組の推進 

 

●開発における環境配慮の実施 

 ○環境影響評価体制の整備 

 

●環境保全に関する調査研究及び情報発信の充実 

 〇調査研究の推進 

 〇環境情報提供の充実 



環境区分 第２次徳島市環境基本計画 第３次徳島県環境基本計画 

地球環境 ●地球温暖化対策 

 ○総合的な温暖化対策 

 ○省エネ活動の推進 

 ○市役所の率先行動 

 

●再生可能エネルギーの利用促進 

 ○自然エネルギーの利用促進 

 ○未利用エネルギーの有効活用 

 

●環境に配慮した交通対策 

 ○交通体系の整備 

 ○自動車の適正利用 

 

●ごみの減量化、リサイクルの推進 

 ○ごみの発生抑制 

 ○環境配慮型製品の購入・使用の促進 

 ○再使用・再生利用の推進 

 ○適正処理の推進 

 

●地域の清掃・美化 

 ○環境美化運動の推進 

 ○不法投棄対策 

●気候変動に適応した防災・減災力の向上 

 〇自然災害を迎え撃つ県土強靱化 

 〇自然・水素エネルギーを活用した防災・減災対策の 

推進 

 〇環境モニタリング体制の整備 

 

●気候変動に適応した農林水産業の振興 

 〇気候変動に適応した農林水産業の振興 

 

●気候変動に適応した産業経済活動及び県民生活の安定 

 〇産業経済活動における「適応策」の浸透 

 〇県民生活における「適応策」の浸透 

 

●新次元の温室効果ガス削減 

 ○気候変動「緩和策」の加速 

 ○地球温暖化対策の総合的な推進 

 

●自然・水素エネルギー導入の推進 

 ○自然エネルギー立県とくしまの推進 

 ○水素グリッド構想の推進 

 

●自然・水素エネルギー関連産業の創出と振興 

 ○自然エネルギー等環境関連産業の創出・振興の推進 

 ○自然エネルギーを活用した農山漁村の活性化 

 

 

 

 

 



 

環境区分 第２次徳島市環境基本計画 第３次徳島県環境基本計画 

生活環境 ●水環境・土壌環境の保全 

 ○公共用水域及び地下水の水質調査の実施 

 ○水質汚濁の発生源となる工場・事業場の監視・指導 

 ○生活排水浄化対策の推進 

 ○土壌環境対策の推進 

 

●大気環境の保全 

 ○大気汚染の監視 

 ○大気汚染の発生源となる工場・事業場の監視・指導 

 ○自動車排ガスの排出を抑制するための取組み 

 ○悪臭の発生源となる工場・事業場の監視・指導 

 

●騒音・振動対策 

 ○騒音・振動の発生源となる工場・事業場及び建設作業の

監視・指導 

 ○環境騒音調査の実施 

 ○近隣騒音防止の啓発 

 

●有害化学物質対策 

 ○有害化学物質に関する情報の把握・提供 

 ○有害化学物質による環境汚染の防止 

 ○事業者の自主的な管理の支援 

●水資源、大気環境、土壌環境・地盤環境の保全 

 ○総合的な水資源保全対策の推進 

 ○水利用の各段階に応じた汚濁負荷低減の推進 

 ○安心できる水質確保対策の推進 

 ○流域の視点からの水循環対策の推進 

 ○海域等における環境保全の推進 

 ○水質の監視・観測体制の充実 

 ○大気汚染に係る固定発生源対策の推進 

 ○大気汚染に係る移動発生源対策の推進 

（交通公害対策の推進） 

 ○有害大気汚染物質対策の推進 

 ○酸性雨対策の推進 

 ○大気の監視・観測体制の充実 

 ○土地汚染対策の推進 

 ○地盤沈下・塩水化対策の推進 

 

●騒音・振動・悪臭、化学物質による環境汚染の防止 

 ○騒音・振動対策の推進 

 ○悪臭対策の推進 

 ○化学物質のリスク評価の推進 

 ○化学物質の安全管理の推進 

 

●資源の循環利用 

 〇総合的な廃棄物ゼロ社会づくりの推進 

 〇廃棄物の発生抑制対策の推進 

 〇資源の回収・再生利用の推進 

 

●平時と災害時に対応した廃棄物処理対策 



 ○不法投棄の撲滅など廃棄物の適正処理の推進 

環境区分 第２次徳島市環境基本計画 第３次徳島県環境基本計画 

生活環境（前頁の続き）   

 

○廃棄物からのエネルギーの回収・利用 

 ○災害廃棄物処理体制の強化 

自然・快適環境 ●身近な自然環境の保全 

 ○生物多様性の確保 

 ○ビオトープの保全・創出 

 ○身近な自然とのふれあいの促進 

 

●緑化の推進 

 ○緑化の普及・啓発 

 ○都市公園の整備 

 

●里地・里山の保全・創造 

 ○森林・農地の保全 

 ○環境保全型農業の推進 

 ○地産地消の推進 

 

●環境に配慮したまちづくり 

 ○適正な土地利用の推進 

 〇自然景観の保全と活用 

 〇地域の特性に応じたアメニティ空間の創造 

 〇開発事業に伴う環境影響評価 

●多様な自然環境の保全とふれあいの創造 

 ○多様な自然環境の保全の推進 

 ○生物多様性保全の推進 

 ○特定外来生物対策及び野生鳥獣適正管理の推進 

○自然とのふれあいや理解の推進 

 

●癒しの郷とくしまの創造 

 ○身近な緑や水辺の保全・創造の推進 

 ○快適で文化の薫り高い環境の確保 

 

●生物多様性のゆりかごとくしまの創造 

 ○生き物と人が共生した持続可能な社会を築くための 

人材育成の推進 

 ○生態系の保全・回復・持続可能な活用の推進 

 


